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１．開催日時   令和３年  ９月 １７日㈮  

１４時００分～１５時３０分 
 
 

２．会  場   紀州有田商工会議所 ６階 大会議室 

 
 

３．講  師   北畑会計事務所 代表 北畑 米嗣  税理士 

 

４．内  容    
 
 
 
 

５．申 込 み   
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適格請求書等保存方式(インボイス制度)講習会申込書 FAX.0737-83-4782 
 

事業所名  TEL 

 

受講者名  受講者名 

 

制度改正に伴う専門家派遣等事業 

残暑の候、会員各位におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
さて、令和５年１０月１日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導

入が開始されます。本制度では、買い手である取引相手(課税事業者)から求められ
た際にインボイスを交付しなければならず、取引における請求書発行・保存業務の
見直しが必要になることが考えられます。 
この度、制度の概要や課税事業者・免税事業者(現在)の制度導入に向けた準備や

手順についての講習会を下記の日程で開催致します。この機会に是非、ご受講いた
だきますようご案内申し上げます。 

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度) 

準 備 講 習 会  

・適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは 
・課税事業者、免税事業者に求められる対応 
・制度導入に向けた準備と手順 
 

 申込希望の方は９月１０日㈮までに紀州有田商工会議所宛
(TEL.0737-83-4777 FAX.0737-4782)へお申込み下さい。 

受講無料 



適格請求書等保存方式(インボイス制度) 


